
P.1 （裏面につづく） 

「育児・介護休業法」の一部改正について 

改正の目的♪ 
少子高齢化の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層促進するため、

男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備する

ことを目的に、平成21年７月１日に改正されました。 

１．子育て期間中の働き方の見直し 

◎ 短時間勤務制度の義務化 ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務 

制度（１日６時間）を設けることを義務化 

☆ 所定外労働の免除の義務化 ３歳までの子を養育する労働者について、労働者の請求

により、所定外労働の免除制度を設けることを義務化 

☆ 子の看護休暇の拡充 小学校就学前の子が １人  ⇒ 年５日 付与 

           2人  ⇒ 年１０日 付与 

 ※ 現行は子の人数に関らず、一律 年５日 付与          

① 女性の育児休業取得率は約９割に達する一方、約７割が第１子出産を機に離職しています 

② 仕事と子育ての両立が難しかった理由は、「体力がもたなそうだった」が最も多い 

③ 育児期の女性労働者は、「短時間勤務」、「所定外労働」を免除して欲しいというニーズが高い 

④ 子の人数が多いほど病気で仕事を休むニーズは高まるが、現行は子の人数に関らず一律 年 

  ５日しか付与されませんでした 

２．父親も子育てができる働き方の実現 

① 勤労者世帯の過半数が「共働き世帯」となっている中で、女性だけでなく男性も子育てがで 

  でき、親子で過ごす時間を持つことができる環境が整っていません 

② 男性の約３割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は、１.５６％ 

③ 男性が子育てや家事に関っておらず、その結果、女性に子育てや家事の負担がかかりすぎて 

  いることが、少子化の原因にもなっています 

☆ 父母ともに育児休業を取得 

  する場合の休業可能期間の 

  延長【パパ･ママ育休プラス     

 （仮称）】 

父母がともに育児休業を取得する場合、子が１歳２ヶ月

までの間に、１年間育児休業を取得可能となりました。 

ただし、父母１人ずつが取得できる休業期間の上限は、 

現行と同様に１年間とします。 

現状 

現状 
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デライトコンサルティングは、 

「個人と組織の成長を図り、社会に貢献する」を経営理念として、 

－ Customer Delight（お客様の感動）－ 
を協創する人事コンサルティング会社です。 

☆ 出産後８週間以内の父親の 

  育児休業取得の促進 

妻の出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合 

特例として、育児休業の再度の取得が認められます 

（※改正前は、特別な理由がない限り、再度の取得は認め 

  られていませんでした） 

☆ 労使協定による専業主婦 

 （夫）除外規定の廃止 

これまでは、配偶者が専業主婦（夫）の場合、育児休業を

取得することはできませんでしたが、改正後は全ての父親 

（母親）が取得できるようになります 

３．仕事と介護の両立支援 

① 家族の介護・看護のために離職や転職をした労働者が、平成１４年からの５年間で約５０万 

  人います 

② 要介護者を日常的に介護する期間に、年次有給休暇や欠勤等で対応している労働者も多数 

  います 

◎ 介護のための短期の休暇 

  制度の創設 

要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため 

介護のための短期の休暇制度を設けました 

 ※ 対象家族が １人    ⇒ 年５日 付与 

        ２人以上 ⇒ 年１０日 付与 

４．実効性の確保 

① 妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業取得に伴う紛争は 

  制度の対象外になっていました 

② 育児・介護休業法に対しては、制裁措置がありませんでした 

■ 紛争解決の援助及び調停の 

  仕組み等の創設 

育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労

働局による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を 

設けました 

☆ 企業名の公表制度及び 

  過料の創設 

勧告に従わない場合の企業名の公表制度や、報告を求めた

際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設けました 

現状 

現状 

 
施行期日 

公布日（平成21年７月1日）から１年（◎の規定は、常時１００人以下の労働者を雇

用する事業主について３年）以内の政令で定める日とする。 

■については、平成２２年４月１日、その他は公布日から３ヶ月以内の政令で定める 

日とする。 


